
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 

第１４回総務・企画・議会小委員会 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成１５年２月２０日(木) 

        午前１０時 

場所 ： 峰山町防災センター 

 

 



次   第 
 
１ 開会 
 
２ 委員長の選任について 
 
３ 議題 

（１）協議第１号 ２１－ １ 定住促進事業の取扱い（継続協議） 
 
（２）協議第２号  ５ 財産及び債務の取扱いに関すること（その１） 
 
（３）協議第３号 ２１－ ２ 交通安全に関すること 

 
（４）協議第４号 ２１－ ４ 選挙事務の取扱い（その２） 
 
（５）協議第５号 ２１－１０ 開発・景観保全の取扱い 

 
（６）次回の議題について 
   協定項目の協議について 
 
（７）次回の小委員会の日程 

      日程 平成１５年３月１９日(水) 午前１０時００分 
      場所 丹後町役場２階第４会議室 
 
４ その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－１ 定住促進事業の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類    １ 定住促進対策 分科会名 企画分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 情報提供事業 

 

 Ｕ・Ｉターン支援情報提供事

業（空家情報） 

（事業内容） 

空家データをストックし、

Ｕ・Ｉターンを目的とする

入居希望者に住宅情報を提

供する 

（助成内容） 

空家住宅情報の提供 

   Ｕ・Ｉターン支援情報提供事

業（空家情報） 

（事業内容） 
空家データをストックし、

Ｕ・Ｉターンを目的とする

入居希望者に住宅情報を提

供する。 
（助成内容） 
住宅情報の提供 

２ 支援・給付事業 

①住宅確保支援事業 

 
峰山町若者等定住化促進奨励措

置 
（１）家賃補助 
結婚し新たに町内の賃貸住宅に

入居している者に対し家賃補助

（月額１万円を２年間助成） 
（２）住宅新築補助 
町内に新たに特例住宅を取得し

た者に対し、奨励金交付（固定

資産税の軽減額相当額（２年目

は１／２）を２年間助成） 
 

Ｈ１３実績７，８２４千円 

   

住宅確保支援事業（町民のすべて対象）

（１） 住宅家賃補助金 

 毎月の家賃の１／２以内（限度額２

万円）１年間 

（２）住宅建築等補助金 

当該住宅にかかる固定資産税徴収開

始から３年間に限りその相当額以内

※補助限度額等あり 

（３）住宅購入補助金 

当該住宅にかかる固定資産税徴収開

始から３年間に限りその相当額以内

※補助限度額等あり 

 Ｈ１３実績 １０５千円 

  
 

②就業等奨励金事業   網野町就業激励金給付事業（就業激励金）

学校教育法第１条に定める学校、専修学

校及び各種学校を卒業し、町内に定住する

者（２万円） 

Ｈ１３実績 ５００千円 

産業後継者支援事業（産業後継者奨励

金） 

自営業  ２０万円 

その他  １０万円 

 

Ｈ１３実績 ３００千円 

  

③結婚祝金給付事業   網野町定住促進奨励金等給付事業（結婚祝

金） 

町内に在住する男女が結婚し、引き続き定

住する者（１組１万円） 

男女のいずれか一方が他町に在住してお

り、結婚後、本町に定住する者（１組２万

円） 

Ｈ１３実績 ７７０千円 

結婚祝福事業（結婚祝い金） 

       ３万円 

結婚しようとする男女一組 

 

 

 

 

Ｈ１３実績 ６００千円 

  

根拠条例・要綱・規則等 峰山町若者等定住化促進奨励措

置要綱 

 網野町就業激励金給付事業実施要綱、網野

町定住促進奨励金等給付事業実施要綱 

丹後町定住促進条例、丹後町定住促進

条例施行規則 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－１ 定住促進事業の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類    １ 定住促進対策 分科会名 企画分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

１ 情報提供事業 

大宮町と久美浜町の２町のみ実施している 

 

 

 

 

 

 

 

（案） 

現行のまま新市に継承し、新市において全域を対象とした事業推進を図る。 

（理由） 

現在事業を行っている大宮町、久美浜町においては、当該事業について特段に予算化されている状況もなく、新市に

おいても特段に経費をかけずに事業展開が図れると予測されることから、新市へ継承し、新市全域を対象とした中で

その事業効果を判断することとしたため。 

（案） 

合併時に一旦廃止するが、新市において総合的な視点から検討する。 

ただし、すでに助成金の交付決定を受け、合併時点で助成期限が満了していない者については、その残存期間におい

ては引き続き助成する。 

２ 支援・給付事業 

①住宅確保支援事業 

峰山町と丹後町の２町のみ実施している 

②就業等奨励金事業 

  網野町と丹後町の２町のみ実施している 

③結婚祝金給付事業 

  網野町と丹後町の２町のみ実施している 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 行政財産 

 （土地・建物） 

      

土地筆数 ８６２筆 ６３５筆 １８４筆 ７４７筆 １，２２８筆 １，２７５筆 

土地面積 ４２１，７２２．９２㎡ ２８６，２５１．６３㎡ ３８９，５２６．５３㎡ ２２４，６３９．００㎡ ５９２，６９８．０９㎡ ５５３，２０１．２２㎡ 

   

建物棟数 ４０９棟 １８５棟 ２３０棟 １１５棟 １２１棟 ３２４棟 

建物面積 ６７，０１７．０９㎡ ５１，９３７．２６㎡ ７５，７１１．４２㎡ ４９，５６４．００㎡ ７４，７３３．４５㎡ ７４，９４０．００㎡ 

   

筆数 ４３筆 ２８筆 ８６筆 ５７筆 ３４筆 ９６筆 借
受
土
地 面積 １７，６３４．５３㎡ １１，０１８．３６㎡ ６８，４０４．１９㎡ ３３，４７７．０７㎡ １７，４９９．５５㎡ ７０，２０６．４６㎡ 

   

棟数 － ２棟 ２棟 － － １０棟 借
受
建
物 面積 － ２，１２２．２０㎡ １，８５２．０９㎡ － － ５１２．７３㎡ 

 

       

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

 土地・建物すべてを新市に継承する。 

 

１ 行政財産 

 （土地・建物） 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

【地方自治法】 
（公有財産の範囲及び分類） 
第二百三十八条  
――――――――――――――――――＜中略＞――――――――――――――――――――― 
２ 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 
３ 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した

財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。 
 
 
◆解説◆ 
行政財産とは、庁舎・学校・道路など公用又は公共の用に供するものをいう。町営住宅や各種セン

ター、運動公園なども含まれる。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

２ 普通財産 

 （土地・建物） 

  

土地筆数 ６５１筆 １６０筆 ８５筆 １００筆 ２６１筆 １７３筆 

土地面積 １，００１，３２７．８２㎡ １０３，２３１．９９㎡ ３６０，９４１．５０㎡ １５３，９３９．００㎡ １，４５１，３９１．１９㎡ ８８，２４９．７０㎡ 

   

建物棟数 １２棟 １３棟 １０棟 ２１棟 ３棟 １５棟 

建物面積 １，７９８．０１㎡ ３，０７１．３２㎡ ２，２６１．７０㎡ ３，６５５．００㎡ ６８３．３６㎡ ３，７１９．３３㎡ 

   

筆数 ８６筆 ２５筆 ２５筆 １４筆 １９筆 ３０筆 貸
付
土
地 面積 ３４，０３８．０３㎡ ２５，３１４．５９㎡ １９，０２０．６１㎡ ７，００１．８６㎡ １５，２９２．３５㎡ １７，０６８．２８㎡ 

   

棟数 １２棟 １３棟 １０棟 １棟 ３棟 ７棟 貸
付
建
物 面積 １，７９８ ．０１㎡ ２，６２１．０９㎡ ２，２６１．７０㎡ ５１０．００㎡ ６８３．３６㎡ ６９３．１２㎡ 

 

       

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

 土地・建物すべてを新市に継承する。 

 

２ 普通財産 

 （土地・建物） 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

７ その他財産 

 

 ①財産区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

財産区数 ２財産区 
 

１４財産区 

筆数 １７筆 
 

７４５筆 

 

面積 ８４２，５４２．００㎡ 
 

２，７０７，７２９．５６㎡ 

 

 

 

 

 

 ②覚書土地 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

筆数 ２３１筆 ３７５筆 １，２０３筆 ６０筆 ２９６筆 １，２２７筆 

面積 １，２０８，３６３．６４㎡ ５，２６０，８１２．３４㎡ ５，１８６，１４８．１３㎡ ６６２，１１２．６５㎡ １，８１４，７４９．８９㎡ ５，７８０，２８６．６４㎡ 

固定資産税 

 
 
 
課税 
 
 
 

非課税 課税 課税 

 
 
 
非課税 
 

 
 
 
課税 
 

底地の所有権 区 区 区 区 区 区 

 

売却時の処理

方法 用地代を支払っている 用地代を支払っている 用地代を支払っている 用地代を支払っている 用地代を支払っている 用地代を支払っている 

 
 

      

根拠条例・要綱・規則等       

  

区所有の土地で、登記名義を「町」としている財産。これらの所有区分を明らかにするため、

「区」と「町」で覚書を取り交している。また、取り交していない例もある。 

 

【財産区】 
市町村の配置分合（合併）や境界変更の際に、旧市町

村で所有していた財産の管理を目的に財産区の設置が認

められており、任意の設置はできない。 
 財産区は現に存在する財産または公の施設管理、処分

に限定して法人格を認められている。 
 
根拠：地方自治法２９４条 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ５ 財産及び債務の取扱いに関すること 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 財産 分科会名 財産管理分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案) 

 地方自治法の規定に基づく財産区については現行のまま新市に継承する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(案) 

 覚書土地については、覚書が出来ていない財産は、合併までに覚書（書面での取り交わし）を行い、現行のまま新

市に継承する。 

 固定資産税は、新市においては原則として課税をする。 

 

 

７ その他財産 

 

 ①財産区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②覚書土地 

   固定資産税の課税、非課税の取扱いに差異がある。 

   覚書（書面でのの取り交わし）ができている財産と出来ていない財産がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１―２ 交通安全に関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 １ 交通安全指導・環境整備 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 交通安全指導員 

 ① 設置 

 

 ② 任期 

 ③ 報酬 

 

 ④ 会議 

  

 

⑤ 報酬以外活動費 

 

現在19名1名欠員 

（非常勤特別職） 

２年 

報酬     日額 9,000円 

       半日 6,000円 

年に2～3回開催 

 

男性8人、女性15人、計23人 

 

２年 

無給 

 

年に2～3回開催 

 

 

大宮町交通安全対策協議会補助

金          480千円

 

11人（非常勤特別職） 

 

３年 

年１３万円 

 

毎年４回（３月、６月、９月、１

２月）必要に応じて臨時に会議開

催 

指導員会運営費 ５万円 

交通教室出動謝礼（1 人１回

1,000円） 

 

5人（非常勤特別職） 

 

３年 

年１４万円 

 

年２回（交通指導員定例会） 

 

 

現在4名1名欠員（非常勤特別職）

 

 

年１１万４千円 

 

なし 

２ 放置自転車対策 条例無し 

放置自転車を年一度調査し、放置

自転車は警察署に所有者の照会。

所有者が判明した自転車につい

ては所有者へ撤去依頼。 

所有者不明自転車は、一定期間（1

～2ヶ月）町広報誌等で広報し、

警察署に拾得物として届出。引き

取りの無い自転車については 6

カ月が経過して拾得物として処

分。 

条例無し 

放置自転車は警察署に所有者の

照会。所有者が判明した自転車に

ついては所有者へ撤去依頼。 

所有者不明自転車は、一定期間（1

～2ヶ月）町広報誌等で広報し、

警察署に拾得物として届出。引き

取りの無い自転車については 6

カ月が経過して拾得物として処

分。 

条例無し 

放置自転車を年一度調査し、放置

自転車は警察署に所有者の照会。

所有者が判明した自転車につい

ては所有者へ撤去依頼。 

所有者不明自転車は、一定期間（1

～2ヶ月）町広報誌等で広報し、

警察署に拾得物として届出。引き

取りの無い自転車については 6

カ月が経過して拾得物として処

分。 

条例無し 条例無し 条例無し 

３ 放置自動車対策 条例有 

［峰山町自動車放置防止条例］

［峰山町自動車放置防止条例施 

行規則］ 

放置自動車の所有者へ撤去命令 

撤去命令に従わないとき又は所

有者が不明のときは廃物として

自動車廃物判定委員会の調査、審

査、判定を経て廃物として処分 

条例無し 条例無し 条例無し 条例無し 条例無し 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町交通安全条例 

峰山町交通安全条例施行規則 

峰山町自動車放置防止条例 

峰山町自動車放置防止条例施行

規則 

峰山町特別職の職員で非常勤の

ものの報酬に関する条例 

大宮町交通指導員設置規約 

大宮町交通安全対策推進に関す

る条例 

大宮町交通安全対策推進に関す

る条例施行規則 

網野町交通指導員の設置に関す

る条例 

網野町交通指導員の設置に関す

る条例施行規則 

網野町交通指導員表彰要綱 

丹後町交通指導員の設置に関す

る条例 

丹後町交通指導員の設置に関す

る条例施行規則 

弥栄町交通指導員設置条例 久美浜町交通事故防止条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１―２ 交通安全に関すること 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ 交通安全指導・環境整備 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

各町で取扱いが異なっている。特に人員については中郡が多い。 

各町で体制、活動が異なり、定数等を定めて交通安全対策を推進できるよう調整が必要 

各警察署との関連において交通安全事業が進められているので警察との調整も必要である。 

 

（案） 一元化に調整の上、新市に移行する。 

 

 

 

（案） 峰山町の例により、新市に移行する。 

 

（案） 峰山町自動車放置防止条例をもとに調整し、新市においてすみやかに施行する。 

 

峰山町のみ条例を制定している 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 １ 一般選挙の区域 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ 投票区 １３ １６ １５ １０ ８ ２２ 

① 選挙人名簿登録

者数 

（H14.6.2現在） 

 

投票区 計

第1投票区 1,443

第2投票区 1,843

第3投票区 614

第4投票区 982

第5投票区 579

第6投票区 943

第7投票区 210

第8投票区 58

第9投票区 896

第10投票区 2,016

第11投票区 855

第12投票区 255

第13投票区 147

計 10,841  

 

投票区 計

第1投票区 1,893

第2投票区 806

第3投票区 210

第4投票区 236

第5投票区 254

第6投票区 328

第7投票区 207

第8投票区 172

第9投票区 1,396

第10投票区 1,310

第11投票区 95

第12投票区 35

第13投票区 211

第14投票区 102

第15投票区 1,167

第16投票区 144

計 8,566  

 

投票区 計
第1投票区 2,045
第2投票区 1,664
第3投票区 2,118
第4投票区 666
第5投票区 646
第6投票区 1,270
第7投票区 385
第8投票区 411
第9投票区 820

第10投票区 68
第11投票区 222
第12投票区 1,059
第13投票区 1,131
第14投票区 223
第15投票区 107

計 12,835  

 

投票区 計

第1投票区 2,055

第2投票区 159

第3投票区 1,096

第4投票区 274

第5投票区 474

第6投票区 139

第7投票区 470

第8投票区 52

第9投票区 766

第10投票区 362

計 5,847  

 

投票区 計

第1投票区 1,176

第2投票区 490

第3投票区 327

第4投票区 1,034

第5投票区 804

第6投票区 160

第7投票区 70

第8投票区 681

計 4,742  

 

投票区 計

第1投票区 1,668

第2投票区 593

第3投票区 265

第4投票区 267

第5投票区 601

第6投票区 389

第7投票区 1,072

第8投票区 155

第9投票区 265

第10投票区 102

第11投票区 368

第12投票区 376

第13投票区 707

第14投票区 125

第15投票区 681

第16投票区 245

第17投票区 92

第18投票区 89

第19投票区 232

第20投票区 655

第21投票区 532

第22投票区 267

計 9,746  
       

根拠条例・要綱・規則等 公職選挙法 

公職選挙事務執行規程 

同左 同左 同左 同左 同左 

京都府公職選挙事務執行規程（投票区の設置等の届出等） 
第７条 市区町村の委員会は、投票区の数を増減し、又はその区域を変更したときは、その告示の写しを添えて、府の委員会に報告しなければならない。 
２ 投票区の数を増減し、又はその区域を変更しようとするときは、あらかじめ、別記第２号様式により府の委員会に届け出なければならない。 

公職選挙法（投票区）  
第十七条  投票区は、市町村の区域による。 
 ２  市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 
 ３ 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１―４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ 一般選挙の区域 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案）現行のまま新市へ移行し、新市移行後、投票区の見直しについて検討する。 

新市における不在者投票は、６町の各役場を不在者投票所とし、指定投票区、指定在外投票区は、市役所本庁

の所在する投票区とする。 

 

２ 投票区  

投票区が多く、選挙執行に伴う経費がかさむ 

 新市において広範囲になることから、不在者投票事務の円滑な事務執行を行うための配慮が必要 

 

 

 

（参考） 

投票区 国・府・市長・市議会議員選挙 農業委員会委員選挙

６町合計 ８４投票区 ７３投票区 

福知山市 ４６投票区 ４６投票区 

舞鶴市 ５７投票区 ３０投票区 

綾部市 ３９投票区 ３０投票区 

宮津市 ３０投票区 １０投票区 

 

山形県米沢市（548.74km2）人口 95,392人 ５７投票区 

岡山県岡山市（513.28km2）人口626,534人 １０９投票区 

岩手県盛岡市（489.15km2）人口288,844人 ７７投票区 

石川県金沢市（467.77km2）人口456,434人 ８４投票区 

岩手県一関市（410.23km2）人口 63,509人 ４６投票区 

                   （人口：平成１２年国勢調査） 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 １ 一般選挙の区域 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

② 指定投票区の指

定 

無 同左 同左 同左 同左 同左 

③ 投票所の開閉時

間の変更 

第8投票所  午後6時閉鎖 無 無 第8投票所  午後7時閉鎖 第6投票所  午後7時閉鎖 

第7投票所  午後7時閉鎖 

第10投票所  午後6時閉鎖 

第17投票所  午後6時閉鎖 

第18投票所  午後6時閉鎖 

 ④ 指定在外投票区 第２投票区 第１投票区 第１投票区 第１投票区 第１投票区 第１投票区 

⑤ 農業委員選挙の

投票区 

６ １６ １２ ９ ８ ２２ 

根拠条例・要綱・規則等 公職選挙法 

公職選挙法施行令 

同左 同左 同左 同左 同左 

 

公職選挙法 
（投票所の開閉時間）  
第四十条  投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さない

と認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。 
（指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例）  
第二十六条の三  市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区（法第五十六条 の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。）の投票所を閉

じる時刻より繰り上げることができない。 
 

公職選挙法 
第三十七条   
７  市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当

該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。 
公職選挙法施行令 
（指定投票区の指定等）  
第二十六条  市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第七項 の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区（以下「指定投票区」という。）の属する開票区に属する投票区であつて、同項 の
規定により当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条 の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの（以下「指定関係投票区」という。）を併

せて定めなければならない。 

農業委員会等に関する法律（公職選挙法 の準用）  
第十一条  公職選挙法 （昭和二十五年法律第百号）第十七条（投票区）の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除き、農業委員会の選挙による

委員の選挙について準用する。 

公職選挙法施行令 
（指定在外選挙投票区の指定等）  
第二十三条の二  市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の三第二項 の規定により在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区（以下「指定在外選挙投票区」という。）の指定を行う場合において、当該市町村

の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。 
 ２  市町村の選挙管理委員会は、指定在外選挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 
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  峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１―４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ 一般選挙の区域 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類 １ 一般選挙の区域 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ 開票区       

 ① 開票区 

 

開票区は町の区域による。 同左 同左 同左 同左 同左 

② 開票所 峰山町役場 

（峰山町防災センター） 

アグリセンター大宮 丹後地域地場産業振興センター 丹後町役場 弥栄町役場 久美浜町役場 

（JA京都丹後久美浜統括支店） 

③ 農業委員選挙の

開票区 

選挙区と同じ区域 

 

（開票区は、農業委員会の区域に

よる。ただし、選挙区があるとき

は、当該選挙区の区域により農業

委員会の区域を分けて数開票区

を設けるものとする。） 

同左 同左 同左 同左 同左 

根拠条例・要綱・規則等 公職選挙法 同左 同左 同左 同左 同左 

 

公職選挙法 
（開票区）  
第十八条  開票区は、市町村の区域による。ただし、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき又は第十五条第六項の規定

による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。 
 ２  都道府県の選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて数開票区を設け又は数町村の区域を合せて一開票区を設けることができる。 
 ３  前項の規定により開票区を設けたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。 

農業委員会等に関する法律（公職選挙法の準用）  
第十一条  公職選挙法 （昭和二十五年法律第百号）第十七条（投票区）の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び都道府県の議会の議員の選挙に

関する部分を除き、農業委員会の選挙による委員の選挙について準用する。 

公職選挙法 
（開票所の設置）  
第六十三条  開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    １ 一般選挙の区域 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

開票区は、法に基づき市の区域とし、市役所または市役所に近く、開票所とするに可能な施設を開票所として指定

する。 

 なお、農業委員選挙の開票区についても、法に基づいて選挙区の区域を開票区とする。 

 

３ 開票区 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 選挙運動用自動車

の公費負担 

無 

（町長・町議選挙は適用無） 

同左 同左 同左 同左 同左 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

根拠条例・要綱・規則等 公職選挙法 同左 同左 同左 同左 同左 

 

公職選挙法 
（自動車、船舶及び拡声機の使用）  
第百四十一条  次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車（道路交通法 （昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第九号 に規定する自動車をいう。以下同じ。）又は

船舶及び拡声機（携帯用のものを含む。以下同じ。）は、公職の候補者一人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会（演説を含む。）の開催

中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。 
 一  衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区選出）議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車（その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。）一台又は船舶

一隻及び拡声機一そろい 
 二  参議院（比例代表選出）議員の選挙 自動車二台又は船舶二隻（両者を使用する場合は通じて二）及び拡声機二そろい 
 ２  前項の規定にかかわらず、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろ

いを、当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者（当該都道府県の区域内の選挙区において当該候補者届出政党が届け出た候補者をいう。以下同じ。）の数が三人を超える場合においては、その超

える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用することができる。ただし、拡声機については、政党演説会（演説を含む。）の開催中、

その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。 
 ３  衆議院（比例代表選出）議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議

院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が五人を超える場合においては、その超える数が十人を増すごとにこれらに加え自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、主として選挙運動のために使用する

ことができる。ただし、拡声機については、政党等演説会（演説を含む。）の開催中、その会場において別に一そろいを使用することを妨げるものではない。 
 ４  衆議院（比例代表選出）議員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が使用するもののほかは、使用することがで

きない。 
 ５  第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定により選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（衆議院比例代表選出議員又は参議院

比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）の定めるところの表示（自動車と船舶については、両者に通用する表示）をしなければならない。 
 ６  第一項の自動車は、町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車（道路

運送車両法 （昭和二十六年法律第百八十五号）第三条 の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。）に限るものとする。 
 ７  衆議院（小選挙区選出）議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項の自動車を無料で使用することができる。ただし、衆

議院（小選挙区選出）議員又は参議院（選挙区選出）議員の選挙にあつては当該公職の候補者に係る供託物が第九十三条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定により国庫に帰属することと

ならない場合に、参議院（比例代表選出）議員の選挙にあつては当該公職の候補者たる参議院名簿登載者が当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第九十四条第三項第一号に掲げる数に相当する

当選人となるべき順位までにある場合に限る。 
 ８  都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県は、市の議会の議員又は長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定（参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。）に準じて、条例

で定めるところにより、公職の候補者の第一項の自動車の使用について、無料とすることができる。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 新市において条例を制定し実施する。 

 

 （理由） 

    京都府内のすべての市で実施されており、全国で93.1％の実施率であるため。 

     全国の市区 ６９４ 市区長選挙６４６（９３．１％） 議会議員６４６（９３．１％） 

       平成１３年１２月３１日現在 

 

１ 選挙運動用自動車の公費負担 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

２ ポスター作成の公

費負担 

無 

（町長・町議選挙は適用無） 

同左 同左 同左 同左 同左 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

根拠条例・要綱・規則等 公職選挙法 同左 同左 同左 同左 同左 

 

公職選挙法 
（文書図画の掲示）  
第百四十三条  選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの（衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議院名

簿届出政党等が使用するもの）のほかは、掲示することができない。 
 一  選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類 
 二  第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類 
 三  公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類 
 四  演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類 
 四の二  個人演説会告知用ポスター（衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。） 
 五  前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター（参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。） 
 ２  選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。 
 ３  衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区選出）議員又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポ

スター（衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。）は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を

限り掲示するほかは、掲示することができない。 
 ４  第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用

するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。 
 ５  第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。 
 ６  第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができ

る。 
 ７  第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。 
 ８  第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。 
 ９  第一項に規定するポスター（同項第四号の二及び第五号のポスターを除く。）、立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル（同項第一号のポスター、立札及び看板の類

にあつては、縦三百五十センチメートル、横百センチメートル）をこえてはならない。 
 １０  第一項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ一箇とし、その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはならない。 
 １１  第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十二センチメートル、幅十センチメートルをこえてはならない。 
 １２  前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。 
 １３  第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。 
 １４  衆議院（小選挙区選出）議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の立札及び看板の類、同項第四号

の二の個人演説会告知用ポスター（衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。）並びに同項第五号のポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条

第七項ただし書の規定を準用する。 
 １５  都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定（参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。）に準じて、条

例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター（都道府県知事の選挙の場合に限る。）及び同項第五号のポスターの作成について、無料とすることができる。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 新市において条例を制定し実施する。 

 

 （理由） 

    京都府内のすべての市で実施されており、全国で94.2％の実施率であるため。 

     全国の市区 ６９４ 市区長選挙６５４（９４．２％） 議会議員６５４（９４．２％）  

      平成１３年１２月３１日現在 

 

２ ポスター作成の公費負担 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

３ ポスター掲示場       

① 掲示場の設置箇

所（基準数） 

８８箇所（８８） ７８箇所（１０８） ８８箇所（１０４） ６３箇所（７２） ６２箇所（６２） １２６箇所（１５３） 

②任意制ポスター掲

示場 

有 有 有 有 有 有 

       

       

根拠条例・要綱・規則等 公職選挙法 

公職選挙法施行令 

峰山町の議会の議員及び町の選

挙におけるポスター掲示場の設

置に関する条例 

同左 

同左 

大宮町の議会の議員及び町の選

挙におけるポスター掲示場の設

置に関する条例 

同左 

同左 

網野町の議会の議員及び町の選

挙におけるポスター掲示場の設

置に関する条例 

同左 

同左 

丹後町の議会の議員及び町の選

挙におけるポスター掲示場の設

置に関する条例 

同左 

同左 

弥栄町の議会の議員及び町の選

挙におけるポスター掲示場の設

置に関する条例 

同左 

同左 

久美浜町の議会の議員及び町の

選挙におけるポスター掲示場の

設置に関する条例 

公職選挙法 
（ポスター掲示場）  
第百四十四条の二   
８  都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設け 

ることができる。 
（任意制ポスター掲示場）  
第百四十四条の四  第百四十四条の二第八項の規定によるほか、都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、同条第三項から第七項

まで及び前条の規定に準じて、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。この場合において、ポスターの掲示場の数は、一投票区につき一箇所以上と

する。 

公職選挙法施行令 
（都道府県の設置する任意制ポスター掲示場）  
第百十一条の三  法第百四十四条の二第八項 又は法第百四十四条の四 の規定によつて都道府県の議会の議員の選挙についてポスター掲示場を設けることとした場合においては、市町村の選挙管理委員会は、

当該都道府県の条例の定めるところにより、ポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。 

公職選挙法 
第百四十四条の二  衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区選出）議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポスター（衆議院小選挙区選出議

員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。）の掲示場を設けなければならない。 
 ２  前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の

選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。 
 ３  第一項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、公衆の見やすい場所に設置する。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 義務制および任意制のポスター掲示場の設置については、法に基づく減数調整を行い設置する。 

    なお、農業委員会委員選挙等については、公選法が準用されていないので設置しない。（文書図画についての

規定なし） 

 

３ ポスター掲示場 

   

 

（参考） 

ポスター掲示場 国・府選挙 市長・市議会議員選挙 有権者数 面積 

６町合計 ５０５箇所 ５０５箇所 52,538人 501.83ｋｍ2 

福知山市 ３３５箇所 ３３５箇所 53,233人 264.24ｋｍ2 

舞鶴市 ４００箇所 ３１２箇所 74,748人 341.97ｋｍ2 

綾部市 ２８１箇所 ２８１箇所 31,974人 347.11ｋｍ2 

宮津市 １９４箇所 １９４箇所 19,173人 169.29ｋｍ2 

有権者数：平成１４年１２月２日現在 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

４ 公営施設使用の個

人演説会等 

公職の候補者、候補者届出政党

及び衆議院名簿届出政党等は、公

営施設を使用して、個人演説会、

政党演説会又は政党等演説会を

開催することができる。 
この場合における施設（設備

を含む。）の使用については、公

職の候補者一人につき、同一施設

（設備を含む。）ごとに一回を限

り、無料とする。 

同左 同左 同左 同左 同左 

   指定施設 五箇地区基幹集落センター 大宮織物ホール 島津勤労婦人と子どものセンタ

ー 

宇川住民センター 弥栄町機業センター 久美浜町林業センター 

 峰山町総合福祉センターコミュ

ニティホール 

アグリセンター大宮 小浜勤労婦人と子どものセンタ

ー 

宇川農業会館 野間基幹集落センター 久美浜町農業センター 

 橋木区集会施設  浅茂川区民会館   久美浜町機業センター 

   農業団地センター   久美浜町健康センター 

   網野町教育会館   久美浜町果樹センター 

      久美浜町婦人センター 

      久美浜町福祉センター 

      久美浜町ぎょそんセンター 

根拠条例・要綱・規則等 公職選挙法 

公職選挙事務執行規程 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

同左 

 

公職選挙法 
（公営施設使用の個人演説会等）  
第百六十一条  公職の候補者（衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外

のものを除く。次条から第百六十四条の三までにおいて同じ。）、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設（候補者届出政党にあつてはその届け出た

候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。）を使

用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。 
 一  学校及び公民館（社会教育法 （昭和二十四年法律第二百七号）第二十一条 に規定する公民館をいう。） 
 二  地方公共団体の管理に属する公会堂 
 三  前二号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設 
 ２  前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。 
 ３  市町村の選挙管理委員会は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。 
 ４  前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。 
（個人演説会の施設の無料使用）  
第百六十四条  第百六十一条の規定により個人演説会を開催する場合における施設（設備を含む。）の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設（設備を含む。）

ごとに一回を限り、無料とする。 

公職選挙事務執行規程 

（個人演説会等の開催申出書） 

第85条 法第163条（個人演説会等の開催の申出）の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催の申出は、別記第41号様式によらなければならない。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

（案） 現在指定している施設を、新市の指定施設とする。 

４ 公営施設使用の個人演説会等 

 

 

 

 

 

 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

５ 任意制選挙公報の

発行 

      

① 発行の有無 有 無 有 無 無 有 

 ② 条例 峰山町選挙公報発行に関する条例  網野町選挙公報発行に関する条例   久美浜町選挙公報発行に関する条例 

 ③ 発行 町議会議員及び町長の選挙毎に１回発行しなけ

ればならない。 

 町議会議員及び町長の選挙毎に１回発行しなければ

ならない。 

  町議会議員及び町長の選挙毎に１回発行しなければ

ならない。 

 ④ 掲載文の申請 候補者が掲載文を添え、委員会の指定する期日ま

でに、委員会に文書で申請しなければならない。 

 候補者が掲載文を添え、委員会の指定する期日まで

に、委員会に文書で申請しなければならない。 

  候補者が掲載文を添え、委員会の指定する期日まで

に、委員会に文書で申請しなければならない。 

 ⑤ 配布 選挙人名簿に登録された者の属する世帯に選挙

の期日前１日までに配布するものとする。 

 選挙人名簿に登録された者の属する世帯に選挙の期

日前１日までに配布するものとする。 

  選挙人名簿に登録された者の属する世帯に選挙の期

日前１日までに配布するものとする。 

 ⑥ 掲載文の記載方

法 
原稿用紙の記載欄に、活字、ペン又は毛筆

を用いて、黒色の色素により掲載しなければ

ならない。 

掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、

ひらがな、数字、アルファベットその他の文

字、符号、記号及び線並びに図、イラストレ

ーション及びこれらの類をもって記載する

ものとし、写真は使用することができない。

 活字、ペン又は毛筆で記載したものに限り、

必ず濃い黒いインク又は墨汁をしようしなけ

ればならない。 

  原稿用紙の記載欄に、活字、ペン又は毛筆を

用いて、黒色の色素により掲載しなければなら

ない。 

掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひ

らがな、数字、アルファベットその他の文字、

符号、記号及び線並びに図、イラストレーショ

ン及びこれらの類をもって記載するものとし、

写真は使用することができない。 

⑦ 図等の面積制限 掲載文に図、イラストレーション及びこれ

らの類を記載しようとする場合においては、

それらの部分に係る面積の合計は、当該候補

者が原稿用紙に掲載文を記載することがで

きる面積のおおむね２分の１を超えてはな

らない。 

 原稿用紙に掲載文を記載することができる

面積のおおむね２分の１を超えてはならない。

  掲載文に図、イラストレーション及びこれら

の類を記載しようとする場合においては、それ

らの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原

稿用紙に掲載文を記載することができる面積

のおおむね２分の１を超えてはならない。 

⑧ 掲載順 掲載の順序は、委員会がくじで定める。  掲載の順序は、委員会がくじで定める。   掲載の順序は、委員会がくじで定める。 

根拠条例・要綱・規則等 公職選挙法 同左 同左 同左 同左 同左 

 

公職選挙法 
（任意制選挙公報の発行）  
第百七十二条の二  都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙（選挙の一部無効による再選挙を除く。）においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百六十七条

から第百七十一条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－４ 選挙事務の取扱い 整理番号  専門部会名 総務部会 

分    類    ２ 公営による選挙運動 分科会名 行政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 新市において、市議会議員及び市長の選挙毎に１回発行する。 

 

 （理由） 

   候補者の政見を有権者に知らせる有力な手段であるので発行する。 

全国の市区 ６９４ 市区長選挙５０５（７２．３％） 議会議員４９７（７１．６％） 

    平成１３年１２月３１日現在 

 

５ 任意制選挙公報の発行 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－１０ 開発・景観保全の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 計画 分科会名 企画分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 計画 

  

無 

 

大宮町土地利用調整基本計画 

  

第２次網野町国土利用計画 

  

無 

 

無 

 

無 

 

 ① 計画の趣旨 

 

 

 

 

 

② 策定年度 

 

③ 計画期間 

 

④ 審議会 

 

⑤ 審議会の目

的 

 

 

⑥ 委員の構成 

 

⑦ 委員の任期 

 

 大宮町における様々な土地利用

上の課題を解決し、第３次大宮町

総合計画で定めている将来像を

実現するための将来の土地利用

の指針となるもの 

 

平成１３年度 

 

平成１４年度～ 

 

無 

国土利用計画法第８条の規定に

基づき、長期にわたって安定した

均衡ある土地利用を確保するこ

とを目的とて、国土利用に関して

必要事項を定める 

 

平成１１年度 

 

平成１２年度～平成２０年度 

 

網野町国土利用計画審議会 

 

国土利用計画を策定するにあた

り、町民の意向を反映させること

を目的とする。 

 

委員１０人 

 

２年 

   

根拠条例・要綱・規則等   国土利用計画法第８条第１項    

国土利用計画法（市町村計画）  
第八条  市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 
 ２  市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするとともに、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二条第四項 の基本構想に即するものでなければなら

ない。 
 ３  市町村は、市町村計画を定める場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 
 ４  市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
 ５  市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 
 ６  都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又は勧告をすること

ができる。 
 ７  第三項から前項までの規定は、市町村計画の変更について準用する。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－１０ 開発・景観保全の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 計画 分科会名 企画分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

新市に移行後、新市の開発事業等に関する指導要件及び都市計画との整合性を計りつつ、新市において検討する。 
 

大宮町が土地利用調整基本計画、網野町が国土利用計画法に基づく市町村計画を策定している。 

 

（参考） 

市町村計画を策定している府下市町村 ９自治体 

 亀岡市・笠置町・園部町・美山町・瑞穂町･加悦町・岩滝町・野田川町・網野町 

 

土地利用調整基本計画の策定している府下市町村 １自治体 

 大宮町 

 

地区土地利用調整基本計画を策定している府下市町村 ３自治体 

 京田辺市、園部町、八木町 

 

土地利用転換推進計画を策定している府下市町村 ６自治体 

 京田辺市、木津町（２地区）、八幡市、亀岡市（３地区）、園部町、八木町 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－１０ 開発・景観保全の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 規制要件 分科会名 企画分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥栄町 久 美 浜 町 

１ 規制 峰山町開発事業等に関する指

導要綱 

大宮町美しいまちづくり条例 

（事前協議制） 

土地開発行為等に関する指導

要綱（事前協議） 

丹後町開発指導事業に関す

る指導要綱 

無 久美浜町開発事業に関する

指導要綱 

久美浜町きれいな町づくり条例 

 

① 目的 開発行為を施行しようとす

るものに対し必要な事項を示

し、監督官公庁並びに本町と

緊密な連絡のもとに当該事業

が総合的、かつ、合理的に行

われることによって、秩序あ

る発展と住民生活の向上を図

るとともに、町行財政の円滑

な運営に資する。 

美しいまちづくりに関し、町、

町民及び事業者等の責務を明ら

かにするとともに、開発事業等の

適正化及び自然環境の保全と調

和を図り、快適な生活環境を築く

ために基本的な事項を定め、秩序

ある発展と町民の健康で文化的

な生活の維持及び向上を図る。 

 区域内において相当規模の

土地の区画形質の変更が企画

された場合、当該行為が関係

行政機関並びに本町との緊密

な連絡の下に総合的かつ合理

的に行われることによって、

住民生活の向上を図るととも

に、本町の秩序ある発展と行

政の円滑な運営に資する 

 開発行為にあたり無秩序

な開発を防止し、良好な生

活環境の確保と地域の計画

的な発展をはかるため、開

発行為をしようとするもの

に対して、必要な指導を行

い、かつその協力を得て、

調和のとれた「住みよいま

ちづくり」の実現を図る。

 開発行為を施行しようと

する者に対し、当該行為が

緊密な連絡のもとに、総合

的合理的に行われることに

よって、本町の健全な発展

と秩序ある整備を図り、町

行政の円滑化と住民福祉の

増進に寄与する 

 

きれいな町づくりに関し、町、町民、

事業者等の責務を明らかにするととも

に、きれいな町づくりに必要な施策を

推進することにより、良好な自然、歴

史、文化条件等、地域の特性を生かし

た優れた景観や自然環境の保全と創造

を図り、もって町民の健康で文化的な

生活の維持及び向上を図る。 

② 対象地域 町全域 町全域 町全域 町全域  町全域 町内５区域 

③ 規制内容 

 

開発行為を施行しようとす

る者に対し、その規模が2，000

㎡以上のもの及び次のいずれ

かに該当する場合。 

(1) 町長の同意を得たもの

が、当該開発区域内にさらに

隣接又は近接して施行する場

合 

(2) すでに施行した区域に

隣接又は近接して施行する場

合で、その合算した規模が2，

000㎡以上となる場合 

(3) ２以上の事業者が隣接

又は近接して施行する場合

で、その合算したものが2，000

㎡以上の規模となる場合 

(4) 施行区域に公共施設の

整備が必要であると町長が認

めた場合 

(1) 土地開発事業は、開発区域の

面積が1,000㎡以上の事業。 
(2) 開発区域の面積が 1,000 ㎡

以下であっても分譲を目的とす

る事業。 
(3) 建築物の建築事業で、建築物

の高さが13ｍ以上のもの。 
(4) 産業廃棄物処理業者が行う

産業廃棄物処理のための施設。 
（事前届出） 
(1) 建築物の建築で、当該建築面

積が200㎡を超えるもの。 
(2) 工作物の設置等で規則に定

める事業。 
(3) 建築面積が、50 ㎡以上で物

品の販売を目的とする施設。 
(4) 農地以外の土地で、土砂等に

よる土地の埋立て、盛土、たい積

及び土砂採取で面積が 100 ㎡以

上の行為 

(1) 開発行為をする土地の区

域が2，000㎡以上となるとき。

(2) すでに開発行為を施行し

た区域に隣接又は接近して施

行する場合で、その合算した

開発区域が2，000㎡以上とな

るとき。 

(3) 前号に定める面積に達し

ない場合であっても、当該開

発区域内に公共施設が設置さ

れている又は新たに設置され

る必要があるとき。 

(1) 開発区域が 2，000 ㎡

以上となるとき 

(2) すでに開発行為を施

行した区域に隣接又は近接

して施行する場合で、その

合算した開発区域が2，000

㎡以上となるとき 

(3) 2，000㎡に達しない場

合であっても、当該開発区

域内に公共施設が設置され

ているか又は新たに設置さ

れる必要があるとき。 

 開発区域の面積が 1,000
㎡以上の開発行為をしよう

とする者及び次のいずれか

に該当するもの 
(1) すでに開発行為を施

行した区域に隣接又は近接

して施行する場合で、その

合算した面積が1,000㎡以

上となるとき。 
(2) 2以上の事業者が隣接

又は近接して施行する場合

で、その合算面積が 1,000
㎡以上になるとき。 
(3) 当該開発区域に公共

施設が設置され、又は設置

される予定があるとき。 
(4) 公害の発生のおそれ

があるとき。 
（事前協議） 
土地の形質変更、建築、工

作物の建設時 

＜久美浜湾周辺環境保全区域> 

(1) 面積が200㎡を超える開発行為 

(2) 高さが10ｍを超える建築物等の建

築、大規模の修繕及び大規模の模様替 

＜リゾート施設整備区域> 

(1) 面積が200㎡を超える開発行為 

(2) 高さが13ｍを超える建築物等の建

築、大規模の修繕及び大規模の模様替 

＜沿道環境整備区域・農漁村景観保全

区域> 

(1) 面積が1,000㎡を超える開発行為 

(2) 高さが13ｍを超える建築物等の建

築、大規模の修繕及び大規模の模様替 

＜上記各区域共通＞ 

(1) 床面積の合計が1,000 ㎡を超える

建築物等の建築、大規模の修繕及び大

規模の模様替 

(2) 一定の高さを超える工作物の設置 

＜住民協定景観形成区域> 

(1) 面積が200㎡を超える開発行為 

(2) 建築物等の建築、大規模の修繕及

び大規模の模様替 

(3) 工作物の設置等 

④ 届出件数 平成１３年度 １件 平成１３年度 - 件 平成１３年度  ５件 平成１３年度 ０件  平成１３年度  ４件 平成１３年度  ５件 

 

⑤ 指導件数 平成１３年度 １件 平成１３年度 - 件 平成１３年度  ５件 平成１３年度 ０件  平成１３年度  ４件 平成１３年度  ５件 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町開発事業等に関する指

導要綱 

大宮町美しいまちづくり条例 

（平成１４年１０月１日施行） 

土地開発行為等に関する指導

要綱 

丹後町開発指導事業に関す

る指導要綱 

 久美浜町開発事業に関する

指導要綱 

久美浜町きれいな町づくり条例 
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課     題 調 整 結 果 

（案） 

開発事業に関する指導については、大宮町美しいまちづくり条例を基本に新市の条例としての整備を行い、合併時

より施行、開発事業等の適正化を図るものとする。 
なお、環境保全等に関して定めた大宮町美しいまちづくり条例および久美浜町きれいなまちづくり条例の当該部分

については、新市環境基本条例等へ統合する。 
また、久美浜町のきれいな町づくり条例に定められた「住民協定景観形成区域」を基本に、新市の景観条例を制定

し、合併時より施行する。 
 
（理由） 

市民の権利・利益の保護又は権利の制限若しくは義務を課すため、空白期間が許されないことから、合併と同時に

施行することを基本に調整を行うもの。 

 

 

 

（参考） 

久美浜町きれいなまちづくり条例「住民協定景観形成区域」とは 

 優れた景観形成を図る区域として、一定区域内の土地・建築物等の所有者が主体的かつ相互に協力して、景

観形成に必要な事項について協定を締結し、町長に住民協定と認定された区域。 

 現在は、久美浜一区内にその区域が認定されており、地域住民と町が久美浜一区の歴史や文化、風土をモチ

ーフに、自然豊かな環境と調和した歴史的な景観の保全、整備を図るとともに、現代的な快適性の高い住環境

の整備をはかり、ゆとりある町なみ形成に努めている。 

 

 

 

開発指導基準を統一する必要がある。 

 指導面積基準が２，０００㎡（峰山町・網野町・丹後町）と１，０００㎡（大宮町・久美浜町）、及び久美浜

町の一部の地域については、２００㎡を越える開発行為に関しての届出が必要となっている。 

 大宮町、久美浜町が建築物の高さ基準を設けている。 

 

各町の条例・要綱の性格 

峰山町、網野町、丹後町、久美浜町の指導要綱 → 土地の開発指導について定めたもの 
大宮町美しいまちづくり条例         → 土地の開発指導および環境保全について定めたもの 
久美浜町きれいなまちづくり条例       → 土地の開発指導、景観保全及び環境保全について定めたもの 

 

 

（参考） 

宮津市開発行為等に関する指導要綱（平成2年5月1日制定） 

 (適用範囲) 

市の区域内において、次の開発行為等を行おうとする事業者に対して適用。 

(1) 開発面積1,000平方メートル(実測)以上の開発行為を行う場合 

(2) 開発行為に伴う工事着手後2 年以内に同一事業者が、すでに施工中又は施工済みの区域と隣接又は近接

して事業を施行する場合で、合算した開発面積が1,000平方メートル以上となる場合 

(3) 中高層建築物（建築物の高さが15メートル以上のもの）の建築を行う場合 

 

舞鶴市開発行為に関する要綱(昭和49年1月30日制定) 

 (適用範囲) 

市において次に掲げる開発行為を行う者に対し適用する。 

(1) 開発区域の面積が300平方メートル以上の開発行為 

(2) 2戸以上の建築物を建築するための開発行為 

(3) 前各号に掲げるもののほか、市が特に次に掲げるものに該当すると認める開発行為 

ア 同一業者が隣接する区域で2年以内に行う2以上の開発行為が、土地の利用上一体的な開発行為で、かつ第

1号又は前号に該当する場合 

イ 計画的な市街化を進める上で特に必要がある場合 

ウ 山くずれ、がけくずれ等の災害が起こるおそれがある場合 

エ 道路等の公共施設又は隣接地に支障を及ぼすおそれがある場合 

 

各町の条例・要綱に定めのある基準の根拠 

 面積１０００㎡ ： 個人宅の場合はほとんど該当しない面積 
高さ１３ｍ   ： 建築基準法 
建築面積２００㎡： 建築基準法 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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